
一般競争入札の公告 

 

 
 国立大学法人奈良国立大学機構において、次のとおり一般競争入札に付します。 

 

記 

 

１．競争入札に付する事項 

 （１）業務名称 

   奈良女子大学（北魚屋他）自家用電気工作物保全業務 

 （２）業務期間 

    令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

 （３）業務場所 

    奈良市北魚屋西町（奈良女子大学北魚屋西町構内） 

    奈良市北魚屋東町（奈良女子大学北魚屋東町構内） 

    奈良市東紀寺町１丁目６０－１（奈良女子大学附属中等教育学校構内） 

    奈良市百楽園１丁目７－２８（奈良女子大学附属小学校構内） 

奈良市学園北１丁目１６－１４（奈良女子大学附属幼稚園構内） 

奈良市半田横町（奈良女子大学学生寄宿舎構内） 

奈良市北小路町（奈良女子大学国際交流会館構内） 

 （４）入札方法 

         入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０％に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するものとする。 

         消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第

７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づくものである。なお、消費税又は地方消費税

の税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて契約金額を変更するものとする。 

 

２．競争参加資格 

（１）奈良国立大学機構契約事務取扱規程第７条及び第８条の規定に該当しない者であること。 

（２）本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、

価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害していないこと。 

（３）国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、令和６年度に近畿地区の「役務の提供等」

のＡ・ＢまたはＣ等級に格付けされている者であること。 

（４）本機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）第１０条

第４号及び第６号から第９号の暴力団排除条項に該当していない者であること。 

（６）暴力団又は暴力団関係者を再委託先としていない者であること。 

（７） 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）法第１０

条各号の競争参加資格の欠格事由に該当していない者であること。 

（８）電気主任技術者を外部委託するため、電気事業法施行規則第５２条第２項の規定に基づく

者であること。 



 

３．競争入札執行の場所等 

（１）契約条項を示す場所、入札説明書等を交付する場所及び問い合わせ先 

    〒６３０－８５０６ 奈良市北魚屋東町 

      国立大学法人奈良国立大学機構 施設課企画係 

     電話番号 ０７４２－２０－３２２３ 

 （２）入札説明書等の交付方法 

    本公告の日から上記３（１）の場所で交付する。 

（３）入札執行の日時及び場所 

     令和７年３月１７日（月）１０時００分  

奈良女子大学本部管理棟３階 第３会議室 

 

４．その他 

（１）入札保証金及び契約保証金  免除 

 （２）入札の無効 

  本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行

しなかった者の提出した入札書、その他奈良国立大学機構契約事務取扱規程第２４条第１項

各号に揚げる入札書は無効とする。 

（３）契約書の作成 

落札者は、契約の相手方として決定した日から特別の事情がある場合を除き７日以内に契

約書の取り交わしをしなければならない。 

（４）落札者の決定方法 

 本公告に示した役務を履行できると理事長が判断した入札者であって、奈良国立大学機構

契約事務取扱規程第１５条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の 

   価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（５）代理入札の場合は、委任状を提出のこと。 

（６）入札は、本学所定の用紙をもって行う。 

（７）入札に参加しようとする者は、上記２に定める事項を証明する書類を令和７年３月５日 

（水）１２時までに、施設課企画係へ提出すること。 

（８）郵便、電信等による入札は認めない。 

（９）その他詳細については、施設課企画係に問い合わせのこと。 

 

 

 

 

    令和７年２月７日 

 

 

国立大学法人奈良国立大学機構 

                       理 事 長   榊  裕 之 


